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【誤訳訂正書】
【提出日】令和3年4月16日(2021.4.16)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ポンプであって、
　ハウジングと、
　前記ハウジングに対して回転するように軸受装置によって支持されたロータシャフトと
、
　潤滑剤供給システムと、
　前記潤滑剤供給システムから受け取った潤滑剤を前記軸受装置の転がり軸受に移動させ
る、前記ロータシャフトに設けられた潤滑剤移動装置と、
を備え、
　前記潤滑剤供給システムは、潤滑剤リザーバと、前記潤滑剤移動装置に係合して前記潤
滑剤リザーバから前記潤滑剤移動装置に潤滑剤を移動させる少なくとも１つの接触器とを
有し、
　前記潤滑剤リザーバは、多孔質材料を含む第１の細長いストリップを含む少なくとも第
１のリザーバ部分を有し、前記第１の細長いストリップは、該第１の細長いストリップの
長手方向軸を横切って延びる長手方向軸を有する第１の潤滑剤容器本体を定めるように巻
かれており、
　前記潤滑剤容器本体は、貫通穴を定める環状潤滑剤容器本体であり、
　前記少なくとも１つの接触器は、前記貫通穴を少なくとも部分的に横切って延びる、前
記第１の細長いストリップによって定められた延長要素を含み、
　前記延長要素は、前記潤滑剤移動装置に潤滑剤を移動させるように、前記潤滑剤移動装
置の一部を受け入れてこれに係合するように構成された開口部を有する、
ことを特徴とするポンプ。
【請求項２】
　前記潤滑剤リザーバは、多孔質材料を含む第２の細長いストリップを含む第２のリザー
バ部分を有し、前記第２の細長いストリップは、該第２の細長いストリップの長手方向軸
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を横切って延びる長手方向軸を有する第２の潤滑剤容器本体を定めるように巻かれる、
請求項１に記載のポンプ。
【請求項３】
　前記貫通穴は、前記第１の細長いストリップの内周によって定められ、前記少なくとも
１つの接触器は、前記内周の一部によって定められる、
請求項１に記載のポンプ。
【請求項４】
　前記延長要素は、前記環状潤滑剤容器本体の端面を横切って延びる前記第１の細長いス
トリップの一部によって定められる、
請求項１に記載のポンプ。
【請求項５】
　前記第１の細長いストリップは、前記転がり軸受から潤滑剤を受け取り、該受け取った
潤滑剤を前記第１の潤滑剤容器本体に搬送する、前記第１の潤滑剤容器本体から延びる少
なくとも１つの細長い潤滑剤搬送部材を定める、
請求項１から４のいずれか１項に記載のポンプ。
【請求項６】
　前記少なくとも１つの細長い潤滑剤搬送部材は、前記第１の潤滑剤容器本体の前記貫通
穴の前記長手方向軸と概ね平行に延びる、
請求項５に記載のポンプ。
【請求項７】
　前記第１の潤滑剤容器本体は、前記転がり軸受の上方に配置され、前記少なくとも１つ
の細長い潤滑剤搬送部材は、前記第１の潤滑剤容器本体から前記転がり軸受に向かって下
向きに延びる、
請求項５又は６に記載のポンプ。
【請求項８】
　前記転がり軸受から前記潤滑剤を受け取るように構成された潤滑剤収集レセプタクルを
さらに備え、該潤滑剤収集レセプタクル内に、前記少なくとも１つの潤滑剤搬送部材の自
由端が配置される、
請求項５、６、又は７に記載のポンプ。
【請求項９】
　ポンプ潤滑剤供給システムであって、
　潤滑剤リザーバと、
　ポンプのロータシャフト上に設けられた潤滑剤移動装置に係合して、前記潤滑剤リザー
バから前記潤滑剤移動装置に潤滑剤を移動させる少なくとも１つの接触器と、
を備え、前記潤滑剤リザーバは、多孔質材料の第１の細長いストリップを含む少なくとも
第１のリザーバ部分を有し、前記第１の細長いストリップは、該第１の細長いストリップ
の長手方向軸を横切って延びる長手方向軸を有する第１の潤滑剤容器本体を定めるように
巻かれ、
　前記第１の潤滑剤容器本体は、貫通穴を定める内周を有する環状潤滑剤容器本体であり
、
　前記少なくとも１つの接触器は、前記貫通穴を少なくとも部分的に横切って延びる延長
要素を含み、
　前記延長要素は、前記細長いストリップによって定められる、
ことを特徴とする潤滑剤供給システム。
【請求項１０】
　前記少なくとも１つの接触器は、前記内周の一部によって定められる、
請求項９に記載のポンプ潤滑剤供給システム。
【請求項１１】
　前記延長要素は、前記第１の潤滑剤容器本体の端面を横切って延びる前記細長いストリ
ップの一部によって定められる、
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請求項９に記載のポンプ潤滑剤供給システム。
【請求項１２】
　前記延長要素は、前記潤滑剤移動装置の少なくとも一部を挿入するように構成された開
口部を有する、
請求項９又は１１に記載のポンプ潤滑剤供給システム。
【請求項１３】
　前記細長いストリップは、前記転がり軸受から潤滑剤を受け取り、該受け取った潤滑剤
を前記第１の潤滑剤容器本体に搬送する、前記第１の潤滑剤容器本体から延びる少なくと
も１つの潤滑剤受取り部材を定める、
請求項９から１２のいずれか１項に記載のポンプ潤滑剤供給システム。
【請求項１４】
　前記少なくとも１つの潤滑剤受取り部材は、前記第１の潤滑剤容器本体の端部から延び
る細長い部材である、
請求項１３に記載のポンプ潤滑剤供給システム。
【請求項１５】
　前記少なくとも１つの潤滑剤搬送部材は、前記第１の潤滑剤容器本体の前記長手方向軸
と概ね平行に延びる、
請求項１４に記載のポンプ潤滑剤供給システム。
【請求項１６】
　前記転がり軸受から潤滑剤を収集し、前記少なくとも１つの潤滑剤搬送部材の自由端を
収容する潤滑剤収集レセプタクルをさらに含む、
請求項１３、１４又は１５に記載のポンプ潤滑剤供給システム。
【請求項１７】
　前記第１の細長いストリップは、前記第１の潤滑剤容器本体の端部が凹部を定めるよう
に構成される、
請求項９から１６のいずれか１項に記載のポンプ潤滑剤供給システム。
【請求項１８】
　潤滑剤リザーバと、ポンプのロータシャフト上に設けられた潤滑剤移動装置に係合して
、前記潤滑剤リザーバから前記潤滑剤移動装置に潤滑剤を移動させる少なくとも１つの接
触器とを備えたポンプ潤滑剤供給システムの製造方法であって、
　多孔質材料を含む細長いストリップを、該細長いストリップの長手方向軸を横切って延
びる長手方向軸を有する第１の潤滑剤容器本体を定めるように巻くことによって、前記潤
滑剤リザーバの少なくとも第１のリザーバ部分を形成するステップを含み、
　前記第１の潤滑剤容器本体は、貫通穴を定める内周を有する環状容器本体であり、
　前記製造方法は、さらに、前記内周の少なくとも一部を、前記少なくとも１つの接触器
を定めるように構成するステップを含む、
ことを特徴とする方法。
【請求項１９】
　前記内周の少なくとも一部を、前記少なくとも１つの接触器を定めるように構成するス
テップをさらに含む、
請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　前記細長いストリップの第１の端部領域を、前記第１の潤滑剤容器本体の外周から前記
貫通穴を少なくとも部分的に横切って延びて前記少なくとも１つの接触器を定めるように
構成するステップをさらに含む、
請求項１８に記載の方法。
【請求項２１】
　前記少なくとも１つの接触器に、前記潤滑剤移動装置の少なくとも一部を挿入する開口
部を設けるステップをさらに含む、
請求項１８又は２０に記載の方法。
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【請求項２２】
　前記少なくとも１つの接触器は、前記貫通穴の表面から半径方向内側に延びる環状部材
であり、前記細長いストリップは、第１の端部に減少幅部分が形成され、前記少なくとも
１つの接触器は、前記減少幅部分を巻くことにより形成されている、
請求項１８に記載の方法。
【請求項２３】
　前記細長いストリップを、前記細長いストリップの長手方向軸に対して非対称に形成す
るステップをさらに含む、
請求項１８から２２のいずれか１項に記載の方法。
【請求項２４】
　前記第１の潤滑剤容器本体が、前記ポンプの一部を受け入れるように構成された凹部を
含む端面を有するように、前記細長いストリップの縦方向に延びる縁部を輪郭形成する、
請求項２３に記載の方法。
【請求項２５】
　前記細長いストリップの縦方向に延びる縁部が当該細長いストリップの長手方向軸の横
方向に延びる複数の突出部を有するように、前記細長いストリップは形成されており、
　前記細長いストリップは、前記突出部が、前記潤滑剤移動装置によって潤滑剤を供給さ
れた転がり軸受から潤滑剤を受け取る、前記潤滑剤容器本体から延びる少なくとも１つの
潤滑剤搬送部材を形成するように、巻かれている、
請求項２３又は２４に記載の方法。
【請求項２６】
　前記少なくとも１つの潤滑剤搬送部材は、前記潤滑剤容器本体の端部から延びる細長い
部材である、
請求項２５に記載の方法。
【請求項２７】
　前記複数の突出部は、該突出部が複数の円周方向に離間した潤滑剤搬送部材を形成する
ように形成されている、
請求項２５又は２６に記載の方法。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１１
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１１】
【図１】真空ポンプの断面図である。
【図２】図１に示す図の下端部の拡大図である。
【図３】図１の真空ポンプの弾性支持体の斜視図である。
【図４】図２に示す転がり軸受への潤滑剤の供給を詳細に示す図である。
【図５】図１～図４の真空ポンプの潤滑剤供給システムのリザーバ部分の概略断面図であ
る。
【図６】潤滑剤供給システムの毛細管搬送要素の平面図である。
【図７】図６の毛細管搬送要素の端面図である。
【図８】図１の真空ポンプと共に使用できる別の潤滑剤供給システムの部分的概略側面断
面図である。
【図９】図８の潤滑剤供給システムを形成できる細長いストリップを示す図である。
【図１０】別の潤滑剤供給システムの概略斜視図である。
【図１１】さらに別の潤滑剤供給システムの概略平面図である。
【図１２】さらに別の潤滑剤供給システムの概略的側面断面図である。
【図１３】さらに別の潤滑剤供給システムの部分的概略側面断面図である。
【図１４】図１３の潤滑剤供給システムの環状潤滑剤容器本体を形成できる細長いストリ
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ップを示す図である。
【図１５】図１３の潤滑剤供給システムの修正を示す部分的概略側面断面図である。
【図１６】図１５の潤滑剤供給システムの第２の潤滑剤容器の一部の概略斜視図である。
【誤訳訂正３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１７
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１７】
　図２で最も良く分かるように、真空ポンプ５０は、ロータシャフト５２上に設けられた
潤滑剤移動装置１２６、１２８に潤滑剤リザーバ１２２、１２４から潤滑剤を供給する毛
細管搬送要素１２０を含む潤滑剤供給システム１１８を有する。図示の例では、潤滑剤移
動装置が、円錐形の潤滑剤供給ナット１２８のテーパ面１２６を含む。供給ナット１２８
は、ロータシャフト５２の転がり軸受６４に隣接する端部に配置される。転がり軸受６４
に最も近い供給ナット１２８の端部は、転がり軸受の所望の位置に潤滑剤が供給されるよ
うに選択された外径を有する。この外径は、ケージ７８の内径とほぼ等しくすることがで
きる。
【誤訳訂正４】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１８
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１８】
　図２を参照すると、潤滑剤リザーバは、第１の環状潤滑剤容器本体１２２を含む第１の
リザーバ部分と、第２の環状潤滑剤容器本体１２４を含む第２のリザーバ部分とを含む。
２つの環状潤滑剤容器本体１２２、１２４間には、毛細管搬送要素１２０が挟み込まれる
。毛細管搬送要素１２０は、本体部分１３０と、本体部分１３０から延びてテーパ面１２
６に係合するフィンガ１３２の形の少なくとも１つの接触器とを含む。図示の例では、間
隔を置いて向かい合って配置された２つのフィンガ１３２が存在する。毛細管搬送要素１
２０の本体部分１３０は、第１及び第２の環状潤滑剤容器本体１２２、１２４から潤滑剤
を受け取り、受け取った潤滑剤を、フィンガ１３２を介して供給ナット１２８のテーパ面
１２６に移動させる。
【誤訳訂正５】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１９
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１９】
　図２～図４に示すように、ロータシャフト５２が回転すると、第１及び第２の環状潤滑
剤容器本体１２２、１２４から受け取られた潤滑剤が、毛細管搬送要素１２０を通じて供
給ナット１２８のテーパ面１２６上に移動して遠心力ポンプのように作用する。図４の矢
印Ａによって示すように、潤滑剤は、供給ナット１２８に沿って転がり軸受６４の（図示
のような）下端部に進む。その後、潤滑剤は、転がり軸受６４の上端部から排出される。
転がり軸受６４の上端部に対向するカートリッジ１００の半径方向に延びる壁部１０８に
は、転がり軸受から排出された潤滑剤を弾性支持体８０の方にそらす環状溝１３４が形成
される。環状溝１３４とは逆側の弾性支持体８０の上端面９８には、環状溝１３６が形成
される。環状溝１３６は、環状溝１３４からのそれた潤滑剤を受け取るリザーバを定める
。環状溝１３６に受け取られた潤滑剤は、重力の影響下でスロット８２内に流れ込む。
スロット８２内の潤滑剤は、一体型撓み部材８４の内周面及び外周面に隣接して耐荷減衰
膜を生成する。ロータシャフト５２が振動した場合、減衰膜が圧縮されることによって動
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圧が発生する。スロット８２内に圧力下で維持された潤滑剤が存在すると、振動を減衰さ
せる効果がもたらされ、これによって真空ポンプ５０のハウジング部分７０への振動の伝
達が弱まる。転がり軸受６４及び弾性支持体８０から排出された潤滑剤は、再び第１の環
状潤滑剤容器本体１２２に流れることができる。戻って来た潤滑剤は、第１の環状潤滑剤
容器本体１２２を通じて毛細管搬送要素１２０内に移動して、その後に供給ナット１２８
のテーパ面１２６に再供給できるようになる。
【誤訳訂正６】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２２
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２２】
　図６及び図７を参照すると、毛細管搬送要素１２０の本体部分１３０は、向かい合って
配置された主表面２５２、２５４を有する概ね平坦な部材を含む。本体部分１３０は、中
心に配置された開口部２５６を有し、ここを通って供給ナット１２８が延びる。開口部２
５６は、本体部分の内周を定めるとともに、２つのフィンガ１３２を定めるように構成さ
れる。２つのフィンガ１３２は、開口部２５６の内周からその中心に向かって延びる。
フィンガ１３２は、供給ナット１２８のテーパ面１２６に係合するように構成される。フ
ィンガ１３２は、テーパ面１２６に係合すると屈曲して本体部分１３０の平面から逸脱す
るように構成することができる。図示の例では、間隔を置いて向かい合って配置された２
つのフィンガ１３２が存在する。他の例では、必要に応じてたった１つのフィンガが存在
することも、或いは２つよりも多くのフィンガが存在することもできる。さらに別の例で
は、横方向にオフセットされた２つのフィンガ１３２が存在して、各フィンガの端部では
なく側面がテーパ面１２６に係合するように、ロータシャフト５２の長手方向軸５３と一
致する位置に延びるように構成することができる。
【誤訳訂正７】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２３
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２３】
　本体部分１３０は、外周と、この外周にフィンガ１３２と概ね一致してフィンガ１３２
の半径方向外向きに設けられた２つの切欠き２６０とを有する。切欠き２６０は、外周の
第２の部分２６４に対して傾斜して内向きに延びる外周の第１の部分２６２を定める。切
抜き２６０は、図６に示すように概ねＶ字形とすることができる。外周の第２の部分２６
４は、環状障壁２０２の内径に少なくとも実質的に対応する直径上の円弧である。本体部
分２５０は、外周の第２の部分２６４が、カートリッジ１００の内面１０４に係合するこ
とによって毛細管搬送要素２２０をロータシャフト５２に対して中心に配置するのに十分
であるように構成される。任意に、本体部分２５０は、少なくとも１つのさらなる切欠き
２６６を有することができる。切欠き２６６は、外周の第３の部分２６８を定める。図示
の例では、外周のそれぞれの第３の部分２６８を定めるように配置された２つの切欠き部
分２６６が存在する。この例では、第３の部分２６８が、間隔を置いて平行に配置された
２つの真っ直ぐな縁部を含む。これらの切欠き２６６の対は、切欠き２６０の対に対して
直角に配置することができる。
【誤訳訂正８】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２４
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２４】
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　図６を参照すると、好適に構成された１又は複数の切欠きを毛細管搬送要素１２０に設
けることによって、フィンガ１３２内への、従って供給ナット１２８上への潤滑剤の流量
を制御できることが分かる。この制御は、第１及び第２の環状潤滑剤容器本体１２２、１
２４と毛細管搬送要素２１０との間のそれぞれの接触領域が減少していること、並びに本
体部分１３０内の潤滑剤流路がくびれていること、の一方又は両方によって行うことがで
きる。これらの切欠きは、転がり軸受６４から第１の環状潤滑剤容器本体１２２を介して
戻って来た潤滑剤を第２の環状潤滑剤容器本体１２４に容易に再供給できるようにするこ
とも分かる。切欠きは、第１の環状潤滑剤容器本体１２２と第２の環状潤滑剤容器本体と
の間に、潤滑剤が毛細管搬送要素１２０に流入することなく第１の環状潤滑剤容器本体１
２２から第２の環状潤滑剤容器本体１２４に通過できるようにする、遮られていない潤滑
剤流路をもたらす。図６及び図７を参照して説明した毛細管搬送要素１２０の使用は有利
な場合もあるが、必須ではないと理解されたい。代わりに、例えば従来の環状ディスクに
、ディスクの内周から延びて供給ナット１２８のテーパ面１２６に係合するフィンガの形
の少なくとも１つの接触器を設けたものを使用することもできる。
【誤訳訂正９】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００４１
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００４１】
　潤滑剤供給システム７１８は、潤滑剤リザーバ７２２、７２４と、潤滑剤リザーバから
潤滑剤供給ナット１２８のテーパ面１２６に潤滑剤を移動させるように構成された少なく
とも１つの接触器７３２を含む毛細管搬送要素７２０とを有する。潤滑剤リザーバは、第
１の環状潤滑剤容器本体７２２を含む第１のリザーバ部分と、第２の環状潤滑剤容器本体
７２４を含む第２のリザーバ部分とを含む。第１及び第２の環状潤滑剤容器本体７２２、
７２４は、互いに向き合って配置され、２つの環状潤滑剤容器本体間に毛細管搬送要素７
２０が挟み込まれる。
【誤訳訂正１０】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００４２
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００４２】
　毛細管搬送要素７２０は、図６に示す毛細管搬送要素１２０に少なくとも実質的に対応
し、第２の環状潤滑剤容器本体７２４は、図５に示す環状潤滑剤容器本体に少なくとも実
質的に対応することができる。
【誤訳訂正１１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００４６
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００４６】
　第１の環状潤滑剤容器本体７２２を形成する細長いストリップを好適に成形することに
より、転がり軸受６４を通過した潤滑剤を再び第１の環状潤滑剤容器本体７２２に運んで
転がり軸受に再供給できるようにする一体潤滑剤搬送部材７５５を設けることができると
理解されたい。潤滑剤は、主に第１の環状潤滑剤容器７２２に戻されるので、ウィッキン
グのみに依存するのではなく、重力供給によって毛細管搬送要素７２０に達することがで
きる。
【誤訳訂正１２】
【訂正対象書類名】明細書
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【訂正対象項目名】００４７
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００４７】
　第１の環状潤滑剤容器本体７２２の修正では、図９に示すような減少幅部分を第１の端
部領域７４７に設けて一体型環状接触器７３２を提供し、毛細管搬送要素７２０の省略を
可能にすることができる。他の例では、第２の環状潤滑剤容器本体７２４に潤滑剤搬送部
材７５５と同一又は同様の少なくとも１つの潤滑剤搬送部材を設け、或いは第２の環状潤
滑剤容器本体７２４を省略してたった１つの環状潤滑剤容器本体を設けることができる。
任意に、両環状潤滑剤容器本体７２２、７２４は、転がり軸受から受け取った潤滑剤を環
状潤滑剤容器本体に搬送して転がり軸受に再供給できるようにする少なくとも１つの潤滑
剤搬送部材を有する。
【誤訳訂正１３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００５１
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００５１】
　図１５を参照すると、第１の潤滑剤容器本体７２２は、もはや環状潤滑剤容器本体では
なく、ここでは第２の環状潤滑剤容器本体７２４から細長い潤滑剤搬送部材７５５が延び
る。さらに、もはや別個の毛細管搬送要素は存在しない。代わりに、第２の環状潤滑剤容
器本体７２４は、少なくとも１つの一体型接触器７３２をもたらすように構成された細長
いストリップから巻かれる。
【誤訳訂正１４】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００６４
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００６４】
５２　ロータシャフト
５３　長手方向軸
６４　軸受
７０　ハウジング部分
７２　内輪
７４　外輪
７６　転動体
７８　ケージ
８０　弾性支持体
９８　弾性支持体の上端面
１００　カートリッジ
１０２　壁部
１０４　内面
１０８　壁部
１１０　軸受ナット
１１２　弾性支持体の下端面
１１４　ボルト
１１８　潤滑剤供給システム
１２０　毛細管搬送要素
１２２　潤滑剤リザーバ
１２４　潤滑剤リザーバ
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１２６　潤滑剤移動装置
１２８　潤滑剤移動装置
１３０　本体部分
１３２　フィンガ
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